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事業名 一般国道４号春日部古河バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
か す か べ こ が

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：埼玉県春日部市下 柳 延長
さいたまけんか す か べ ししもやなぎ

至：茨城県古河市柳橋 ２１．５ｋｍ
いばらきけん こ が し やぎはし

事業概要 新４号国道は、埼玉、茨城西部、栃木の主要都市を縦貫する延長約８０ｋｍの幹線道路であ
り、北関東地域の広域幹線道路網を形成するものである。
春日部古河バイパスは、春日部市、幸手市、古河市等の交通混雑緩和と地域活性化等を目的とした延長

２１．５ｋｍのバイパス事業である。
Ｓ４９年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｓ５０年度用地着手 Ｓ５１年度工事着手
全体事業費 約２４４億円 事業進捗率 １１％ 供用済延長 21.5km(暫定)
計画交通量 ３４，６００～５７，７００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ５．２ 280/308億円 1,552 /1,606億円

事 業 費：176/204億円 走行時間短縮便益：1,214/1,243億円 平成２１年
(残事業) ５．６ 維持管理費：104/104億円 走行費用減少便益： 218/237億円

交通事故減少便益： 121/126億円
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝4.8～5.7（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝5.2～6.2（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝4.9～5.5（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝5.2～5.9（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝4.9～5.4（事業期間± 2年） 事業期間：B/C＝5.2～5.7（事業期間± 2年）

事業の効果等
(1)交通渋滞の緩和
・全線暫定２車線で開通、その後交通量の増加により渋滞が発生。
・春日部古河バイパス完成により、渋滞の緩和が見込まれる。
(2)交通状況〔交通事故〕
・バイパス周辺では、市街地を通る現道４号の死傷事故率が200件/億台㌔と高い。
・春日部古河バイパスの完成により、現道４号及び並行する県道の交通量が転換し、交通事故の減少が期
待される。
(3)交通状況〔大型車の状況〕
・春日部古河バイパスは、大型車混入率が５０％を超えている区間があり、現道４号などから大型車が
転換している。

・春日部古河バイパスが完成し、バイパスの交通容量が増えることにより、更なる転換が期待される。
(4)地域開発の活性化
・多くの工業団地や流通拠点が開発され、沿線の産業振興に寄与。
関係する地方公共団体等の意見
・茨城県知事の意見：「今後とも事業の進捗を図っていただきたいと考えております」
・埼玉県知事の意見：「本県の発展に不可欠なものであるので、引き続きコストの縮減に十分留意しながら早期の整
備をお願いします。」
・第二４号国道古河・宇都宮間建設促進期成同盟会が整備促進及び立体化整備の推進を要望（平成20年12月22日）
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
沿道に工業団地・流通拠点等が立地している。

事業の進捗状況、残事業の内容等
昭和５９年度までに、全線暫定２車線供用。関連する道路整備計画（首都圏中央連絡自動車道など）と

整合を図りながら、全線４～６車線化に向けて事業を進めている。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
用地の取得は１００％完了。引き続き全線４～６車線に向けた事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
―

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


